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資料：平成17年～平成30年は第116回～第134回福島県統計年鑑、令和元年以降は福島県現住人口調査年報
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１-１ 若者定住化の促進

▶めざす姿

▶現況と課題

　交通利便性の高い駅周辺地区から自然豊かな集落まで、地域特性に応じて生活環境の充
実を図るとともに、町営住宅や空き家・空き地の情報提供、空き家の活用、宅地化など住
まいについて様々な支援を行い、若者世代を中心とした町内への新たな移住・定住を促進
します。
　また、関係団体などとの連携により就労支援や若者の出会いの場の創出、子育て環境の
充実に取り組みます。

　本町の社会増減の状況は、平成 11（1999）年から長期にわたり転出超過となっております。
平成 26（2014）年から平成 29（2017）年までは一時的に転入者が増え、転入超過になっ
たものの、震災復興にかかる移動であると推察され、平成 30（2018）年以降は再び転出超
過に転じました。また、福島県の特徴として、女性の転出が多い傾向にあります。大学等へ
の進学者については、そのまま町外に就職する状況となっており、今後は、若者世代の移住・
定住化を促進するほか、特に女性の U・I・J ターンの促進を図ることが重要です。
　そのためには、地方移住の関心の高まりを追い風とした、移住に関する支援や空き家の活
用促進、田舎暮らしのよさの発信など、住まいの情報とともに就労や子育てなど移住・定住
に関する相談体制を確立することが求められます。さらに、女性から選ばれやすい働く場や
旅先で仕事をするワーケーションの誘導なども検討する必要があります。
　宅地の確保も必要になることから、住宅地の整備を進めるために土地利用の見直しを行う
ことも必要です。
　また、出会いや交流の場を積極的に提供するとともに、結婚に踏み切れない若者に対し、
結婚に関する新生活の支援を行うなど、若者の定住と結婚につなげていくことも必要です。

社会増減の推移
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福島くらし＆しごとフェア 福田若者定住促進住宅

▶施策

１-１-１　安定した雇用の場の確保

１-１-２　移住・定住促進

　町内への移住や定住を促進するため、経済的に安心して暮らすことができるよう企業誘致
や既存産業の活性化に努めます。また、就労の場を確保するために、関係機関による連携を
強化し、雇用情報の提供、相談窓口の設置など就労支援に取り組みます。さらに、女性活躍
推進や仕事と育児の両立に取り組んでいる企業の誘致に努めるとともに、町内企業にもこれ
らの取り組みを促し、U・I・J ターンの促進を図ります。

　空き家・空地バンクの充実及び空き家の改修等に対する支援事業の強化、土地利用の円滑
化を進めることを目的とした用途地域の変更の検討など、民間事業者との連携を強化しなが
ら町内への移住・定住の促進に努めます。あわせて本町の移住定住施策、子育て支援や教育
環境など、新地町ならではの暮らしの魅力を様々な媒体により積極的に情報発信します。
　また、定住促進住宅の空き室状況を速やかに提供することで切れ目なく入居されるよう努
めます。特に若者世代に対しては、移住に際する補助金についても移住・定住促進策として
継続・推進していきます。
　定住促進の一環として、未婚者同士が知り合うためのきっかけづくりのため、民間事業者
等と連携した出会いと交流の場となるイベントの開催及びイベントへの参加促進、福島県と
連携した出会い交流支援に取り組みます。さらに、結婚に踏み切れない若者の後押しとなる
よう、新婚生活を支援する取り組みを引き続き進めていきます。
　女性の居住地の選択として重要な要素である魅力的な働く機会の創出に向けて、起業等に
関するセミナー等の参加を支援します。
　なお、町で暮らしながら働く若者の奨学金返還を支援することで、経済的負担を軽減し町
内の定住促進に取り組みます。
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資料：福島県観光統計概要、新地町企画政策課調べ　
※点線の期間は、東日本大震災及び令和３年、４年福島県沖地震による被災によって観光客等の受け入れを停止していた時期です。
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１-２ 地域資源を活かした観光交流

▶めざす姿

▶現況と課題

　本町が持つ豊かな自然に加え、震災後に整備された運動・交流施設や防災緑地公園、観
光ルートなどの魅力ある資源を活かし、イベント開催や広域観光について多様な主体と連
携し取り組みます。
　また、町内外への情報発信の充実に努め、交流の活発化を図ります。

　本町は、比較的小さな町域ながら豊かな自然を背景に海や里、山に触れ、体感することの
できる資源があります。東日本大震災によって甚大な被害があった釣師地区には、防災・減
災機能のほか、地域振興機能、震災伝承機能を有している「釣師防災緑地公園」が整備され
ました。公園内には、国内最大級規模の「しんちパンプトラック」や「オートキャンプ場・
バーベキュー場」、「大型遊具」も整備され、休日には町内外から多くの家族連れで賑わって
います。また、新地駅周辺には「新地駅前フットサル場」を整備し、海辺で楽しめる場所と
して「新地町海釣り公園」や「釣師浜海水浴場」等、多様な観光・交流資源に恵まれていま
す。観光客数は、新型コロナウイルスや令和３年、４年の福島県沖地震の影響により一時的
に減少しましたが、その後回復傾向にあります。
　さらに、震災からの復旧・復興に際しては、新たな交流が生まれました。そのような人と
人とのふれあい・交流は、町民に生きがいや自信をもたらし、海や里、山の持つ魅力を見直
し、地域資源の再発掘や魅力の増大に向けて取り組むきっかけとなっています。
　新たな資源とこれまでの地域に根ざした資源に磨きをかけ、観光・交流の拡大を図ること
が求められています。

各施設及び行事の観光客数の推移
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しんちパンプトラック

新地町海釣り公園

新地駅前フットサル場

鹿狼山登山

▶施策

１-２-１　イベントの充実と観光魅力の発信

１-２-２　広域観光の推進

　復活した町の一大イベント「遊海しんち」の充実に努めます。また、魅力ある美しい海や
鹿狼山などの豊かな自然に加え、海水浴場や海釣り公園、釣師防災緑地公園でのキャンプや
バーベキューなどアウトドア施設の充実、新地駅前フットサル場※ 1 やしんちパンプトラッ
ク※ 2 など若者に人気の運動施設の利活用を行い交流人口の拡大を図ります。
　また、鹿狼山の駐車場を拡張整備し、登山客の利便性が向上したことで、集客力を高める
とともに、充実した観光ガイドブックの作成や町外イベントでの発信強化に努めます。

　相馬地方や浜通りの市町村は東日本大震災により大きな被害を受けましたが、環境省が中
心となり復興の一環として取り組んだ青森県八戸市から相馬市までの東北地方の沿岸部を結
ぶ「みちのく潮風トレイル」の活用や、宿泊の予約から練習会場までの受付などを一元化し
た運動合宿の受入強化。浜通りの自治体で組織するうつくしま浜街道観光推進会議、県や県
内自治体で組織している「福が満開、福のしま。」福島県観光復興推進委員会など、国や県、
関係市町村との連携により相乗効果を高め、魅力を発信します。

※ 1 基本的には室内で行われる、5 人制のサッカーのこと。
※ 2 人工のコブとカーブで構成された周回コースであり、自転車やスケートボードなどにより滑走が可能であり、漕がないで走

ることができるコースのこと。
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単位：（億円） 単位：（億円）単位：（人・件） 単位：（件・人）

事業所数 従業者数 製造品出荷額等

平成24
（2012）年

平成26
（2014）年

平成28
（2016）年

令和3
(2021)年

商店数 従業者数 年間商品販売額

資料：工業統計調査、経済センサス、経済構造実態調査
（総務省・経済産業省）

資料：商業統計調査、経済センサス
（総務省・経済産業省）
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１-３ 商工業の振興

▶めざす姿

▶現況と課題

　経営体質改善、企業育成などの地元企業支援をとおして、商工業の振興を図るとともに、
新たな産業を含めた企業誘致や起業支援、重要港湾及びエネルギー港湾として重要な役割
を果たしている相馬港の利活用促進など、町民の新たな就労の場と活力を創出します。
　また、地元食材を活用した特産品づくりの推進と安定的な消費体制の充実を図ります。

　本町は、重要港湾相馬港を擁し、相馬中核工業団地に火力発電所が立地するほか、震災後
に取り組んできた LNG 基地も平成 30（2018）年に操業開始し、令和２（2020）年には
天然ガス発電所が営業運転を開始しました。
　また、新地南工業団地の整備によって新たな企業立地が進みました。地域に根差した地元
商工業も復興を果たしてきており、工業の事業所数・従業者数・製造品出荷額等や小売業・
卸売業の商店数・従業者数・年間商品販売額も増加傾向にありましたが、新型コロナウイル
スや令和３年、４年福島県沖地震の影響により、製造品出荷額等や年間商品販売額は再び減
少しています。
　商工業事業者が高齢化しているなかで、後継者がおらず事業承継が難しい状況にあります。
商工業の一層の活性化を図るため、企業立地や新地駅周辺地区への商業施設等の誘致、また、
地域商業の振興やスーパーマーケット等生鮮食料品の買い物環境が、課題となっています。
　さらに、産業の創出や起業の支援も必要です。特に、本町ならではの特産品が少ないこと
が課題であり、新規商品等の開発が求められるとともに、その商品等を販売するルートの確
保も必要です。

事業所数、従業者数、製造品出荷額
等の推移（工業）

商店数、従業者数、年間商品販売額の推移
（小売業・卸売業）
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▶施策

１-３-１　企業立地・起業の促進
　県企業誘致推進協議会、相馬中核工業団地企業誘致促進協議会、福島イノベーション・コー
スト構想推進機構及び福島国際研究教育機構（F-REI）等と連携し、町内工業用地、新地駅周
辺事業用地や防災集団移転元地への企業誘致を進めます。駒ケ嶺工業用地は、製造業や運輸
業以外の誘致も検討します。また、相馬中核工業団地や相馬港等で操業している企業の関連
会社及び地域エネルギーを利活用する企業の誘致促進に努めます。新たな工業団地造成につ
いて、企業進出の動向や情報収集に努め必要に応じ検討します。さらに、重要港湾、エネルギー
港湾として重要な役割を果たしている相馬港や周辺で展開されているエネルギー産業を含め
企業の事業拡大を図ります。
　さらに、新たに町内で起業をめざす人や新たな事業を始める方等の支援を行います。

１-３-２　相馬港の利活用促進
　コンテナ定期航路の利用促進を図るとともに、常磐自動車道と東北中央自動車道の開通に
よる相馬港の利便性向上を踏まえ、企業の誘致活動等を推進し、相馬港の一層の利活用促進
を図ります。あわせて、県が策定した相馬港港湾脱炭素化推進計画、カーボンニュートラル
ポートの形成に沿った利活用を促進します。また、観光振興を図ることを目的として、クルー
ズ船の寄港の誘致も継続するほか、新たな観光拠点みなとオアシス※ 1 そうま港による交流
人口の拡大に努めます。

１-３-３　企業の経営支援
　商工会と連携し、経営等に関する情報の提供や研修・指導事業、各種融資制度の周知・普
及などをとおして、経営の体質改善と安定化を図るとともに、商工会や地元金融機関等と連
携した事業承継について支援します。

１-３-４　地域商業の活性化
　地域商業の事業継続や起業の支援をするほか、商工会による経営指導、起業支援、人材育
成活動などを促し、資金面での支援にも努めます。
　食料品をはじめとする生活利便施設の誘導を図るとともに、誘致に対する支援策等も検討
します。また、複合商業施設の利用促進と活性化を図ります。

１-３-５　特産品づくりの推進
　特産品振興協議会による活動や地元食材を活用した特産品開発への支援により付加価値を
高め、産品のブランド化を図っていきます。それら特産品の魅力を販売イベントにより広く
発信するとともに、町内の商店等でも展示販売することで町民にも周知し、販路の開拓・拡
大を促進します。

※ 1 人々が憩い、集い、潤える空間を「みなとオアシス」として認定し、住民参加による地域活性化の取り組みに対し、様々な
支援を行う国の制度。
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平成26
（2014）年
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（2017）年

令和2
（2020）年

令和5
（2023）年

平成22
（2010）年

平成26
（2014）年

平成31
（2018）年

令和6
（2024）年

資料：市町村別農業産出額（農林水産省） 資料：福島県海面漁業漁獲高統計

単位：（億円） 単位：（億円）

※平成26・31年は試験操業のため、統計値に含まれない
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１-４ 農林水産業の振興・復興

▶めざす姿

▶現況と課題

　特色ある農林水産業の振興・復興に向けて、既存の基盤を活かしながら、６次産業化や
地産地消に取り組むとともに、担い手の創出や経営安定、法人化など、様々な形態による
取り組みを進めます。
　また、東京電力福島第一原子力発電所事故による風評被害対策や、農作物などへの被害
を防止するため有害鳥獣対策などに取り組みます。

　農業は本町の基幹産業であり、米、野菜、果樹、花き栽培など質の高い多様な農産物が生
産されています。戦略的産地づくりとしてニラ・イチジクのブランド化を推進するほか、水
田利活用として大豆の生産拡大と加工販売などに力を入れてきました。今後は、これまでも
取り組んできた新地産品のブランド化や６次産業化をさらに推進することが求められます。
同時に、生産基盤の強化のためには有害鳥獣対策も重要です。
　東日本大震災後には営農が困難となったことから、従来にも増して営農者・後継者不足な
ど、農業を取り巻く環境はますます厳しくなっており、意欲ある地域農業の担い手を育成す
ることや地域計画に掲げる農地の集積・集約化が課題となっています。
　水産業については、漁場や漁港、その他施設・設備の復旧は完了しており、漁業経営の安
定を図るための事業に取り組んでいます。現在は、試験操業から拡大操業に移行しており、
本格操業に向けた準備を進めている状況です。また、農業と同様、新たな担い手の確保が課
題です。さらに、海水温上昇に伴う魚種の変化への対応や水産資源の減少に対応した育てる
漁業※ 1・資源管理型漁業※ 2 の推進も求められます。
　新地の魅力である豊かな自然資源のひとつとして農業・林業・水産業をとらえ、消費の拡
大・農林水産業の経営の安定化を図るためにも、経営の多角化や特産品化、６次化商品の開
発、地産地消の推進など多様な取り組みや風評被害への対策も必要です。

農業産出額の推移 水揚げ金額の推移
（相馬双葉漁業協同組合　新地地区）　

※ 1 魚がある程度育つまで養殖した後、海に放流し、自然の海で生育するのを待ってから漁獲する手法。放流した魚が繁殖する
ことで、水産資源の回復に寄与する。

※ 2 漁業者が地域や魚種ごとの資源状況に応じて漁獲量を管理し、水産資源を守る手法。

第Ⅲ部　第 �章

－ 46－



※ 3 農業経営基盤強化促進法に基づき、作成した農業経営改善計画が市町村に認定された農業者。

▶施策

１-４-１　広範な担い手への育成・支援
　研修や交流機会の拡充、相談・指導体制を充実し、有力な担い手となる認定農業者※ 3 を
育成するとともに、農業者の高齢化と農業の承継を見据えながら、既存の基盤を活かしつつ、
新規就農者や農業法人の設立を支援することで、広範な担い手の育成に努めます。
　漁業者についても、漁業者の高齢化を踏まえた新たな担い手の育成について、国や県とも
連携を図りながら相談支援を行い、地域漁業の活性化を図ります。

１-４-２　多様な農業生産の推進
　震災以降、県を挙げて推進してきた食の安全・安心に取り組み、農業への信頼の維持・向
上を図ります。また、ニラやイチジクなど町内作物を栽培する農家の育成と地産地消の推進
を並行して取り組むとともに、特産品化・６次産業化への取り組みを支援します。また、農
産物の高付加価値化とともに情報発信の活性化に努め風評被害の払拭にも取り組みます。

１-４-３　農地の利用集積と生産基盤の安定強化
　水田や遊休農地の利用集積を図るとともに、農地への水路等の整備、湛水を軽減する排水
機場の長寿命化の推進、及び有害鳥獣対策など、生産基盤の強化に取り組みます。また、安
定的な販路の開拓支援、営農支援などの協働を進めることで、農業生産の安定化を図ります。
　さらに、農業振興地域整備計画の見直しを行うとともに、水路、農道、ため池および法面
等、農業を支える共用の施設を維持管理するため、地域で活動している組織を支援します。

１-４-４　産業活性化と地産地消の推進
　農林水産物の安全性を確保しながら、食育や農業体験活動とも関連づけし、家庭や学校、
事業者など、地産地消を推進します。商工会や農協、漁協の町内経済３団体と連携し、ふる
さと産業まつりの充実と地場産品の PR、地元消費拡大及び地元産業の活性化を図ります。
また、地元農林水産物を活用した６次化商品の開発や消費拡大に努めるとともに、経営の多
角化につなげます。

１-４-５　魅力ある漁業への復興
　被災後に再建した漁港や漁業施設・設備等を活用し、震災以前に増して魅力のある漁業へ
と育成するため、操業にかかるコスト低減や、つくり育てる漁業として稚魚・稚貝の中間育
成放流事業などを推進し、漁獲量や漁業経営の安定化を図ります。また、魚種の変化に対応
するための取り組みや風評被害の対策にも努めます。
　さらに、水産資源を活用した特産品の開発や食を楽しむ施設など、産官学の連携を図りな
がら、漁業においても６次産業化による経営の多角化をめざします。
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ୈ �ষ 災害に強く安全安心なまちづくり
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̎ô̎ô４　交通҆全ର策の推進
̎ô̎ô̑　ফඅऀର策の充実

項　目 施　策
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２-１ 防災体制の充実

▶めざす姿

▶現況と課題

避難場所・土砂災害・津波浸水区域

　東日本大震災や令和３年、４年福島県沖地震を教訓として、台風、大雨、地震など大規
模な自然災害や事故などに対応するソフト及びハードの対策を組み合わせた防災・減災対
策を行うとともに、町民自身による自助及び地域などにおける共助により、命と暮らし最
優先のまちづくり・人づくりを推進します。
　また、緊急時における人命の確保に向けて、消防や救急の体制充実及び連携を図ります。

　近年、全国各地で線状降水帯の発生といった風雨や洪水などの様々な大規模自然災害が頻
発しています。本町においても大規模自然災害の発生を想定し、防災・減災のためのハード
整備※ 1 を進めるとともに、自主防災組織の活動などの自助・共助に基づくソフト施策※ 2 に
あわせて取り組むことで、災害に対する強靭化を図ることが求められます。
　ソフト施策においては、東日本大震災や令和 3 年、４年福島県沖地震による甚大な被害
を教訓とし、後世に語り継ぎ、防災教育を充実させ、町民一人ひとりが防災意識を持ち、命
と暮らしを最優先にする行動ができるようにすることが重要です。
　消防・救急体制は、相馬地方広域市町村圏組合による常備消防と消防団で構成されていま
す。震災後のまちづくりを踏まえ、消防団の強化を図るとともに、新たな団員の確保が課題
となっています。

※ 1 防災施設の整備、施設の耐震化、代替施設の確保など、建築・土木分野の整備による対策。
※ 2 ハザードマップなどの災害に関する情報発信、避難訓練や避難体制の確立・充実など、住民の意識啓発や行動の促進にかかる対策。
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給水車 防災訓練

▶施策

２-１-１　災害に強いまちづくり
　東日本大震災を踏まえた地域の施設整備も完了するなか、大規模災害の頻発化を踏まえ、
施設の適正な維持管理に努めるとともに、内水氾濫対策を推進します。
　河川氾濫に対応した河川整備や堆砂除却、水位等観測機器の設置のほか、土砂災害危険箇
所や山間部での災害を想定した対策を県等に要望していきます。下水道施設については、災
害時にも機能を維持できるよう電源供給方法の確保等を図っていきます。また、災害時に備
え防災備蓄倉庫の充実を図るとともに、給水車の活用に努めます。
　さらに、既存施設の定期点検を進めるとともに、町民個々の防災対策として、ブロック塀
の撤去及び木造住宅の耐震補強・耐震改修、屋根の葺き替え等を支援する耐風改修への補助
も進めていきます。

２-１-２　地域防災力の向上
　平時には各地区における自主防災組織の育成・強化を支援するとともに、災害時に町民と
行政が一体となった対応ができるよう防災訓練の充実を図ります。また、小中学校や防災セ
ンターにおける防災教育を行うことで災害に強い人材の育成を図るとともに、町内事業所な
どとの連携・協力体制の整備に努めます。
　災害時には地域防災計画に基づき的確に事業を実施し、迅速な復旧が図れるよう関係機関
との連携強化に努めます。
　あわせて、災害に関する情報は正確かつ迅速に発信・共有することが必要です。そのた
め、県が管理する河川について水位のモニタリング情報を共有し、氾濫の可能性を事前に把
握するよう努めます。さらに、全国瞬時警報システム（J-ALERT）の情報から自動的に防
災情報を町民に提供するシステムを活用し、瞬時に防災行政無線による情報伝達やメール、
SNS などによる配信も併せて行うなど、伝達手段の多重化を図り、町民等に確実に周知で
きるように努めます。

２-１-３　救急体制の充実
　災害時において支援を要する町民を事前に把握し、適切な救急対応が図られるよう、避難
行動要支援者名簿の随時更新を図るとともに、個別避難計画の作成を進めます。また、相馬
地方市町村会や医師会の協力を得て、救急指定病院の体制充実を図ります。
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単位：（件・人）

令和２
(2020)年

令和３
(2021)年

令和４
(2022)年

令和５
(2023)年

令和６
(2024)年

資料：相馬警察署
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２-２ 犯罪や事故のないまちづくり

▶めざす姿

▶現況と課題

　安心した暮らしに向けて、ながら見守りや交通安全運動、通学路の立ち番活動など、町民、
事業者、行政などが一体となり、防犯対策や交通安全対策に取り組みます。
　また、時代の変化に応じて、商品購入や電子決済に関する詐欺など消費者被害の未然防
止と相談体制の充実を図ります。

　本町では、町民と事業者、行政が互いに協力・連携し、防犯意識の向上と自主的な生活安
全活動を推進し、安心して暮らせる地域社会の実現をめざしています。現在、地域において
は警察や防犯協会、交通対策協議会などによる連携のもと、地域ぐるみで防犯活動や交通安
全対策に取り組むほか、子どもたちの安心安全のため、通学路安全推進会議を設置し、新地
町通学路安全プログラムに基づいた通学路の安全確保や町内の各保育所・小中学校において
は防犯カメラの設置、地域全体で子どもを守る「ながら見守り」に取り組んでいます。
　一方、特殊詐欺の広がりなど消費者問題が複雑多様化するなかで、消費者がトラブルに巻
き込まれるケースも増えており、トラブル防止に向けた情報提供や啓発活動、相談体制の充
実が課題となっています。特に、高齢者がトラブルに巻き込まれる可能性があるため、消費
者問題に対する意識啓発を行っていく必要があります。

交通事故発生の推移
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▶施策

２-２-１　生活安全環境の整備
　町民の自主的な生活安全活動の推進を図るとともに、安全で住みよい生活環境の整備を行
い、犯罪、事故等を未然に防止し、安心して暮らせる地域社会の実現をめざします。

２-２-２　犯罪被害者支援
　犯罪被害者の方やそのご家族、ご遺族が受けた被害の軽減や回復を図り、再び日常生活を
営むことができるよう適切な支援を行い地域社会で支え、安全で安心な社会の実現をめざし
ます。

２-２-３　防犯対策の推進
　警察や各行政区・地区等関係機関と連携して啓発活動を推進することにより、防犯意識の
向上に努めます。
　防犯対策は、各行政区・地区等と協力した防犯パトロールや「ながら見守り」を実施する
など、地域ぐるみの防犯活動を強化、登下校途中の児童生徒の被害や青少年の非行の防止に
努めます。
　また、地域の要望を踏まえ、防犯体制の充実を検討するとともに、必要箇所に防犯灯の設
置を図ります。

２-２-４　交通安全対策の推進
　交通対策協議会などの交通関係団体と協力し、子どもや高齢者を対象とした交通安全運動
を推進するなど、交通安全に関する普及啓発を推進します。
　また、具体的な対策として、歩行者や交通弱者を交通事故から守るため、警察や各行政区、
地区など関係機関と連携しながら道路交通環境を調査し、通学路を中心とした歩道の整備や
歩行空間を確保するためのＵ字溝への蓋掛け、危険箇所にカーブミラーを設置するなど交通
安全施設の整備を図ります。

２-２-５　消費者対策の充実
　消費生活や振り込め詐欺等の特殊詐欺など、暮らしの中の事故に関する情報提供や無料法
律相談会などをとおして町民の知識や意識を高めるとともに、消費者トラブルの被害者を救
済する消費生活相談、被災者の生活に関する悩み相談など、啓発・相談体制の整備を図ります。
　特に、高齢者には意識啓発のほか、必要に応じて成年後見人の活用を促していきます。ま
た、SNS 利用者の低年齢化を踏まえ、インターネット上でのトラブルに巻き込まれないよう、
学校と連携したメディアとの関わり方の実践力の向上を図っていきます。
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平成27
（2015）年

平成28
（2016）年

平成29
（2017）年

平成30
（2018）年

令和元
（2019）年

令和2
（2020）年

令和3
（2021）年

令和4
（2022）年

令和5
（2023）年

令和6
（2024）年

資料：企画政策課
※しんちゃんGOの令和６年値は４月から６月までの運行データ
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19,45019,450

13,94113,941
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808
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単位：利用者（人）

■ しんちゃんＧＯ　　　■ しんちゃんバス　　　■ しんちゃんタクシー
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２-３ 交通体系の充実

▶めざす姿

▶現況と課題

　町道の改良、通学路の整備などに取り組むとともに、常磐自動車道の４車線化や国県道
改良を要望し、移動の円滑化などを推進します。
　また、新地町バスストップの高速バス利用促進や町民のニーズに応じた町内公共交通の
利便性の向上、見直しを図ります。

　本町の交通は、国道６号や主要地方道相馬亘理線、JR 常磐線、常磐自動車道など、南北
に大きな交通幹線が通り、東西は国道 113 号や県道、町道により骨格が構成されています。
また、身近な交通機関として “しんちゃんタクシー”と“しんちゃんバス”を運行しています。
　東日本大震災で被災した鉄道・道路の復興や常磐自動車道等の整備により町外へのアクセ
スが容易となりましたが、町内の交通利便性の向上や地域住民の安全確保が求められていま
す。
　また、JR 常磐線に加え高速バスの利用促進による移動手段の多様化や、町内公共交通の
見直しを行うなど交通体系の充実が求められています。

新地町地域公共交通利用者数の推移
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4 車線化が待たれる常磐自動車道

新地 IC 隣接の新地町バスストップ

完成した通学路の歩道

JR 常磐線新地駅

▶施策

２-３-１　道路網の確立
　常磐自動車道広野～山元間の４車線化やその他国道・県道の整備を国・県に要望し、幹線
道路の充実に努めます。併せて、幹線道路を補完する道路や地域の実情に応じた生活道路の
整備など、安全で安心な道路交通を確保するための適切な整備、維持・管理に努めます。さ
らに、ハード面の整備に加え、規制等による安全性の確保にも取り組みます。
　特に、交通量が多く緊急性の高い通学路を中心に歩道の設置やＵ字溝の蓋掛けなどの安全
施設整備を重点的に取り組み、安全で安心して利用できる道路整備に努めます。

２-３-２　公共交通の充実
　JR 常磐線の運行充実及び環境整備を関係先へ要望します。常磐自動車道や東北中央自動
車道を利用した高速バス等について、仙台方面への増便・東京方面への開設・県内各地への
開設について、関係事業者に働きかけを行います。また、町内公共交通の見直しを図るなど、
誰もが利用しやすい交通環境の形成に努めます。
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令和2
（2020）年

令和3
（2021）年

令和4
（2022）年

令和5
（2023）年

令和6
（2024）年

 資料：町民生活課 資料：町民生活課

令和2
（2020）年

令和3
（2021）年

令和4
（2022）年

令和5
（2023）年

令和6
（2024）年

粗大ゴミ 資源ゴミ 埋立ゴミ 可燃ゴミ

単位：ゴミ処理量（ｔ）

紙類 ビン プラスチック製容器包装 缶 PET

単位：ごみ処理量（ｔ）
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２-４ 地域環境の保全

▶めざす姿

▶現況と課題

　ＧＸ（グリーントランスフォーメーション）の実現に向け、節電や節水による省エネルギー
の取り組み、再生可能エネルギーの利活用を図るほか、ゴミになるものを減らす、繰り返し
使う、分別をして再生するなどゴミ減量化への取り組みにより地球温暖化防止を推進します。
　下水道の接続や合併浄化槽の設置の推進、新規立地工場との公害防止協定締結など、地
域環境の保全に関して関係機関との連携を図ります。
　また、県や警察との連携による不法投棄対策とともに、道路・河川愛護活動など、地域
による環境美化の支援を行います。

　本町は、平成 23（2011）年に国の「環境未来都市」に選定され「環境と暮らしの未来（希
望）が見えるまち」づくりのほか、環境産業共生型の復興まちづくりの実現に向け「新地町
スマートコミュニティ事業」に取り組んできました。今後は、国連で採択された持続可能な
開発のための国際目標である「SDGs」への取り組みが求められています。
　また、エネルギー消費量の増加等に伴い、地球温暖化問題が深刻化しています。本町の温
暖な気候や豊かな森林を将来の世代に受け継ぐため、再生可能エネルギーの活用も検討する
ことが必要です。
　加えて、ゴミの不法投棄防止やゴミの減量化など、環境美化と循環型社会の実現をめざし、
町民一人ひとりがルールやマナーを守っていくことが求められます。
　さらに、企業に対し水質及び大気の測定を求めるなど、公害防止対策も重要となります。

ごみ処理の推移 資源ごみ処理の推移
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▶施策

２-４-１　環境負荷の軽減
　再生可能エネルギーの推進を図るため住宅への太陽光発電システムの設置に対して補助を
継続するほか、公用車において電気自動車等エコカーの導入を推進します。
　また、町民が身近にできる取り組みとして、ごみ収集カレンダーやごみの分け方・出し方
のパンフレット等により、ごみの減量化（リデュース）、再利用（リユース）、資源の再生利
用（リサイクル）、ごみの発生源となるものの受け入れを断る（リフューズ）の 4R の取り
組みについて、意識啓発を行うとともに、ごみの分別等の具体的な指導・助力を図ります。
さらに、小中学校では体験型環境エネルギー学習をとおして、自然エネルギーに関する教育
と節水や節電など省エネ行動の意識啓発に取り組みます。

２-４-２　環境美化の推進
　地域環境の美化に対する意識啓発を図りながら、各行政区・地区や各種団体、企業等によ
る環境美化活動や道路河川愛護活動を支援し、誰もがきれいだと思う町をめざします。また、
本町の魅力である海・里・山の自然環境を維持するためにも、海岸や河川、里山の美化にも
努めます。
　さらに、各町内主要河川や一般廃棄物最終処分場などの水質検査を行うなど、工場等から
の排水や大気汚染物質について改善の指導に努めるとともに、新たに町内に立地する工場と
は公害防止協定の締結を図ります。また、警察など関係機関と連携し、不法投棄の取り締ま
り強化や指導に努めます。

２-４-４　水洗化の推進
　下水道の接続や合併処理浄化槽の設置を促進し、全町域の水洗化を図ります。また、下水
道管や集合処理施設の適正な維持・管理を図ります。

２-４-３　安定した水の供給
　安定した水道水を供給するため、相馬地方広域水道企業団による健全で効果的な水道事業を
推進するとともに、配水管を計画的に取り替えるなどにより水道施設の耐久性の向上に努めま
す。また、災害時でも水道水の供給が途絶えることのないよう、配水管網の整備や早期復旧体
制の構築に努めます。

第Ⅲ部　第 �章

－ 57－



鹿狼山

右近清水

森林の保全（やすらぎの森）

森林環境学習

２-５ 緑の保全と活用

▶めざす姿

▶現況と課題

　保水能力の高い水源かん養や山地災害を防ぐ機能などを持つ森林環境の適正な保全とと
もに、森林環境学習の促進に取り組みます。
　公園や緑地などは、町民などが憩い、交流・活動する場として拠点性を有しており、本
町の大きな魅力であることから、適切な管理・運営を行います。

　本町は、海・里・山・田園が楽しめ、また、河川、ため池、水路、湧水など水と緑の豊か
な環境があり、多くの人が訪れ、ゆとりとやすらぎの空間をつくり出しています。新地の海・
里・山・田園のある豊かな環境を再認識し、町全体で維持・保全に努めるとともに、新たな
開発・整備にあたっては環境や景観に配慮したまちづくりに取り組んでいくことが求められ
ます。併せて、学校教育や生涯学習活動等のなかで森林環境学習を促進し、町の共有財産と
して自然をとらえ、自分たちで保全する意識を高めることが必要です。
　また、沿岸部の防災緑地は、津波等による被害を最小にするための多重防御施設の１つと
して東日本大震災以降に整備されました。今後は、適切な維持管理と、さらなる交流の促進
が求められており、指定管理者制度の導入等、民間活力を活かした運営が必要になります。
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釣師防災緑地公園

新地町総合公園

釣師防災緑地公園

相馬地域開発記念緑地

▶施策

２-５-１　健全な森林づくり
　広葉樹林再生事業等の森林整備を計画的に実施し、町土の保全や水資源のかん養などの公
益的機能が十分発揮でき、さらに里山の生態系が将来も維持されるよう、山地・里山の育成・
保全を図るとともに、そのための森林環境学習を学校ならびに生涯学習活動等のなかで取り
組んでいきます。
　町民の憩いの場として、また観光資源として、山地・里山の活用についても検討し、その
魅力を発信していきます。

２-５-２　公園・緑地の維持
　子どもたちの身近な遊び場、親同士や高齢者の交流の場として、身近な公園・緑地の充実
と適切な管理運営を図ります。また、総合公園や鹿狼山ふれあいとやすらぎの森、沿岸部の
防災緑地公園等についても交流や憩い、軽運動の場としての活用を図ります。そのため、町
民をはじめとする利用者のニーズを踏まえた運営維持管理に努めます。
　また、これらの公園・緑地の維持管理にあたっては、子どもをはじめとした地域住民やＮ
ＰＯ法人、企業、ボランティアなどの協力や民間活力を活かしながら、効果的な運営を行え
るよう検討・実施します。
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ୈ �ষ 健康で元気なまちづくり

３ô１　健߁づくりの推進

３ô̎　҆全Ͱ࣭のߴいҩྍの充実

３ô１ô１　健߁づくりの推進
３ô１ô̎　฼とࢠの健߁づくりの推進
３ô１ô３　อ健・ҩྍサービスの充実

３ô̎ô１　ҩྍ体੍の充実
３ô̎ô̎　͔͔り͚ͭҩのීٴ
３ô̎ô３　ٸٹҩྍの充実

項　目 施　策

３ô３　ऀྸߴ෱ࢱの充実 ３ô３ô１　ੜ͖͕い体੍の充実
３ô３ô̎　஍ҬแׅέΞγスςϜの充実
３ô３ô３　ੜ活ࢧԉサービスの充実

３ô４　஍Ҭ͙るみ෱ࢱのཱ֬ ３ô４ô１　町ࣾձ෱ࢱ協ٞձ౳への
　　　　　　　　　　　　　　活ಈࢧԉ

３ô４ô̎　ਓに΍͞͠いまちづくり
３ô４ô３　ো͕いऀのཱࣗと
　　　　　　　　　　　ࣾձ参Ճのଅ進

３ô４ô４　ੜ活の҆ఆ・ཱࣗへのࢧԉ
３ô４ô̑　แׅ的な૬ஊࢧԉ体੍の整備
３ô４ô６　ࣗࡴର策の推進
３ô４ô̓　ࣾձอো੍౓の充実
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令和２
(2020)年

令和３
(2021)年

令和４
(2022)年

令和５
(2023)年

令和６
(2024)年

資料：保健センター（町特定健康診査）
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単位：受診率（%）
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62.862.8 61.161.1 61.161.1 60.660.6

３-１ 健康づくりの推進

▶めざす姿

▶現況と課題

各種がん検診受診率の推移

　誰もが健康でいられるように、定期健診や生活習慣病対策などによる疾病の予防、早期
発見・治療の充実とともに、妊娠・出産や乳幼児の時期には母と子の健康づくりを推進し
ます。
　また、健康づくりに関するイベントや地場産品による食育など、楽しみながら取り組む
健康づくりを推進します。

　高齢化の進行とともに、がんや心疾患、脳血管疾患、糖尿病等の生活習慣病※ 1 や認知症、
日常生活に支援が必要な要介護者の増加、また、様々な社会的要因により追い詰められたこ
とによる自殺が深刻な社会問題となっており、一人ひとりの主体的な健康づくりとともに社
会的環境の改善が求められています。
　本町では町民の健康づくりを総合的に支援しており、保健センターを中心にがんや結核検
診など各種検診事業や各世代における保健事業において、生活習慣病の発症予防と重症化予
防及び栄養・運動・休養等健康に関する生活習慣の改善及び定着を推進することが必要です。
　今後も、心身ともに健康で生きがいを持って自立した生活が過ごせるよう、町民一人ひと
りが積極的に生涯を通じた健康づくりに取り組み、健康寿命の延伸を図ることが重要となり
ます。

※ 1 食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒等の生活習慣が、その発症・進行に関与する疾患群。生活習慣病には、悪性新生物（がん）、循環器疾患、
肥満症などがある。
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▶施策

３-１-１　健康づくりの推進
　健康づくりに対する関心を高めるための普及啓発活動として、各種健康づくりのきっかけ
としてのイベントの開催や、広報活動の充実を図ります。また、介護予防事業との連携を図
りながら、健康づくり教室等を通じた生活習慣病予防の普及や自主的なグループづくりを推
進し、継続的な活動となるよう支援します。さらに、自殺対策については、保健・医療・福
祉・教育、その他の関連施策と連携しながら推進していきます。
　また、子どもの頃からの生活習慣が成人期の健康状態に影響することから、保育所や小中
学校と連携し、望ましい生活習慣の確立を支援します。学校給食においては、安心安全な地
場産農産物や魚介類を積極的に取り入れる学校・地域・家庭がつながる（連携する）食育推
進に取り組み、「食べる力」「感謝の心」「郷土愛」を育成します。
　さらに、健康づくり推進員や食生活改善推進員などの地区組織や健康づくりグループなど
の関係機関と連携し、町民が健康づくり活動に主体的に関わることができる環境の整備や地
域の絆づくりを推進していきます。

３-１-２　母と子の健康づくりの推進
　妊婦健診、乳幼児健康診査、健康相談など妊娠・出産、乳幼児期に至るまでの一貫した保
健サービスとして子育て世代包括支援センターの機能を継続しつつ、こども家庭センターを
設置し母子保健と児童福祉に関する一体的な支援の強化を行います。また、乳児への全戸訪
問・指導等で、母と子の健康づくりと育児に関する不安の解消を図ります。

３-１-３　保健・医療サービスの充実
　各種がん検診の受診率や精検受診率の向上、感染症予防や歯科保健の充実に努めるととも
に、特定健康診査及び特定保健指導事業等により生活習慣の改善と疾病の早期発見・早期治
療を推進します。さらに、町民の健康に関するデータを健康づくり・疾病予防に活かし、重
症化予防対策を推進します。
　また、震災が心に及ぼした影響はいまだ癒えているとは言い難く、これまで取り組んでき
た県民健康管理調査（福島県事業）やスクールカウンセラー（福島県事業）による子どもの
心のケア、スクールソーシャルワーカーによる生活支援等に引き続き取り組んでいきます。
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資料：統計でみる市区町村のすがた2025（一般病院数・医師数2022、住民基本台帳人口2023）
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３-２ 安全で質の高い医療の充実

▶めざす姿

▶現況と課題

人口 1万人当たりの一般病院数（左）・医師数（右）

　かかりつけ医、かかりつけ歯科医を中心とした初期診療などの一次医療圏、入院医療及
び専門外来医療を提供する二次医療圏、より専門的、広域的な医療サービスを提供する三
次医療圏と、多様化・高度化するニーズに応じた効率的な医療サービスを適切に受けられ
るよう県や医療機関との連携に取り組みます。
　また、救急搬送や休日夜間急患センターなど、救急医療体制の充実を図ります。

　高齢化に伴う生活習慣病の増加や疾病構造の変化により、医療に対するニーズはますます
多様化・高度化しています。
　本町の医療体制は、二次医療機関※ 1 として公立相馬総合病院（相馬市）と民間病院（新地町）
が１ヵ所、また、この他に診療所が２ヵ所、歯科診療所が１ヵ所あります。一方、町民から
は産科、眼科、耳鼻科といった診療科目のニーズがあります。専門的な分野については県立
医科大学附属病院や県外の医療機関を利用しています。
　そのような広域的かつ重層的な医療体制を維持するとともに、身近な地域で基礎的な医療
を気兼ねなく受けることのできる診療所の配置、また、診療所と病院との連携による適切な
医療サービスの提供とともに、救急医療体制の充実、医療人材の確保やかかりつけ医の普及
が課題となっています。

※ 1 入院治療を必要とする重症患者の医療を担当する医療機関。地域の中核的病院、専門性のある外来や一般的な入院医療を行う病院。

第Ⅲ部　第 �章

－ 64－



▶施策

３-２-１　医療体制の充実

３-２-２　かかりつけ医の普及

３-２-３　救急医療の充実

　公立相馬総合病院等が地域医療の中核機関として質の高いサービスが提供できるよう、引
き続き施設や最先端機器の整備、医療人材確保などのため相馬看護専門学校の入学者増加に
向けた PR などに努めます。それとともに、内科や小児科などの、受診する機会が多いと考
えられる町内の医療機関については、公共交通の充実により身近に受診できる環境づくりを
進めます。
　また、身近で受診できない診療科目については、県と連携し医師会や医療機関に要望して
いきます。

　健康に不安を感じた時に気軽に相談できるかかりつけ医がいることで、病気の早期発見・
早期治療につながります。また、かかりつけ歯科医は日常的な口腔ケアにつながります。そ
のため、医師会や歯科医師会、関係機関と連携・協力しつつ、かかりつけ医の普及を図ります。

　相馬地方広域市町村圏組合との連携のもとに、救急医療が円滑かつ適切に提供できるよう、
救急医療体制の充実を図ります。
　また、医療救急活動が迅速に行われるよう、県のドクターヘリや町内外医療機関との連携
強化に努めます。
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資料：町資料（毎年９月30日時点）
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３-３ 高齢者福祉の充実

▶めざす姿

▶現況と課題

要支援・要介護者の推移

　高齢者が要介護状態にならないための取り組みの充実を図るとともに、サークル活動や
ボランティア活動、シルバー人材センターなどを活用して社会参加を促進し、高齢者が元
気でいられる環境づくりを支援します。
　また、介護保険サービスの利用や高齢者福祉の充実により、安心して生活できる地域づ
くりを推進します。

　本町の高齢化率は令和 7（2025）年 10 月時点で 36.5％となっており、今後も増加が見
込まれます。また、令和 2（2020）年国勢調査によると一人暮らし高齢者世帯は 308 世帯（全
世帯の約 11％）、高齢者夫婦世帯（夫婦がともに高齢者の 2 人世帯）は 277 世帯（全世帯
の約 10％）です。令和 6（2024）年 9 月末時点で 469 人が要支援・要介護認定を受けており、
介護が必要な要介護認定者は近年概ね横ばいとなっています。
　また、高齢化に伴って、認知症高齢者の増加が予想されています。認知症を予防する取り
組みを充実していくとともに、認知症に対する理解を深め地域全体で見守る体制を充実して
いくことが求められます。
　本町では、しんち福祉会（特別養護老人ホーム、デイサービス、在宅介護支援センター、
地域包括支援センター）や新地町社会福祉協議会（在宅サービス事業所）、町内の民間福祉
施設が中心となって高齢者の支援を担ってきました。
　今後も、介護予防や高齢者の社会参加活動、生活支援事業による認知症や要介護状態にな
らないための支援を行うとともに、介護が必要な場合には適切なサービスを利用できるよう
介護保険サービスの充実が求められます。
　さらに、高齢者がいつまでも尊厳のある人生を送ることができる、暮らしやすいまちづく
りのために、高齢者の権利擁護や虐待の防止等に対する取り組みが求められています。
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いきいき大交流会 いきいき 100 歳体操（介護予防事業）

▶施策

３-３-１　生きがい体制の充実

３-３-２　地域包括ケアシステムの充実

３-３-３　生活支援サービスの充実

　高齢者が要介護状態となることを予防し、また、住み慣れた地域で孤立することなく、元
気に暮らし続けることができるよう、高齢者同士や世代間での交流、ボランティア活動やシ
ルバー人材センターにおける就労などの社会活動を通じて、健康維持と生きがいを感じる機
会を充実します。
　さらに、加齢によりおきてくる、低栄養や口腔機能、運動機能、認知機能の低下等のフレ
イル※ 1 に着目した保健事業を充実し、健康に配慮しながら自立して暮らすことのできる高
齢者を増やすことをめざします。

　地域包括ケアシステムの充実を図るとともに、民生委員や福祉ボランティアをはじめとす
る地域における見守り・支え合いを促すとともに、見守りに係る地域の体制構築等を支援し
ます。高齢者が地域の中で安心して必要なサービスが受けられるよう、また、増加する認知
症高齢者への適切な支援が行えるよう介護保険サービスの充実や介護人材の育成に努めま
す。さらに、介護に携わる家族が不安や負担を感じることのないよう支援に努めます。

　高齢者が暮らしやすいよう、日常生活面での支援はもとより、成年後見人制度の周知・普
及をはじめとした法律的な支援などによる権利擁護も含めて、高齢者の暮らしを守ります。
その中で、サービスの集約化やコミュニティとのつながりを活かしたサービス提供のあり方
も検討していきます。
　ひとり暮らし高齢者に対しては、配食サービス等により健康の維持と見守り・安否確認を
行います。また、ひとり暮らしの重度身体障がい者や高齢者に対しては、緊急通報システム
を整備するなど生活支援サービスを行います。

※ 1 健康な状態と要介護状態の中間の段階を指し、加齢によって心身が衰え健康障害に陥りやすい状態のこと。
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敬老会 地域支え合い事業
（生活支援体制整備事業）

３-４ 地域ぐるみ福祉の確立

▶めざす姿

▶現況と課題

　援助を必要とする高齢者、障がい者、子どもなどが増加する中、地域福祉活動の中核を
担う社会福祉協議会や民生児童委員協議会、行政区、ボランティア団体などを中心に、町
民みんなで支え合いができる福祉を確立します。また、障がいに対する理解を深め、就労
や生きがい活動の支援に努めます。
　介護保険などの社会保障や社会復帰を図ろうとする人を支える更正保護の充実を図るこ
とにより、誰もが暮らしやすい地域づくりを推進します。

　誰もが地域で安心して暮らしていくためには、地域での支え合いが重要となっています。
　本町では、町社会福祉協議会や民生児童委員をはじめ、各種団体などが行政と連携し、ホー
ムヘルパーの派遣、配食サービス、福祉人材の育成などを行っています。また、より多くの
地域住民の参加のもと支え合いの社会づくりを推進するため、ボランティアの育成・活動支
援や、誰もが暮らしやすい福祉環境の充実が必要であるとともに、高齢化の進行を踏まえ高
齢者を見守っていくことも必要です。
　そして、社会復帰を図ろうとする人を再び地域の輪に迎え入れることが自然にできるよう、
更生保護などの支援を行う体制の充実も求められます。
　障がい者福祉についても、住み慣れた地域で可能な限り自立して暮らし続けていくために
は、自立支援や就労の場の確保などとともに、地域での理解と支え合いが不可欠です。
　社会保障制度は暮らしの安心を支えるセーフティネットとして重要な役割を果たすもので
すが、少子高齢化等の進行に応じた制度の充実が課題となっています。
　なお、本計画は、社会福祉法第 107 条に定める地域福祉計画を兼ねています。
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配食サービス 福祉教育

▶施策

３-４-１　町社会福祉協議会等への活動支援
　地域福祉活動の推進母体である町社会福祉協議会の活動を支援し、活動の拡充による地域
福祉の一層の促進を図ります。

３-４-２　人にやさしいまちづくり
　福島県の「人にやさしいまちづくり条例」に基づき、公共施設や道路、住宅のバリアフリー
化など、人にやさしいまちづくりを推進します。交通環境については、公共施設等における
おもいやり駐車場の確保に努めるとともに、安心して運転免許証を返納できるよう公共交通
網のあり方について検討します。
　また、高齢者同士や異世代間の交流を図るとともに、ソフト面においてもやさしいまちづ
くりを進めていきます。

３-４-３　障がい者の自立と社会参加の促進
　障がいの程度にかかわらず、住み慣れた地域で長く住み続けられるよう障がい者に対する
生活サポートの充実とともに、就学・就労等の社会参画を促すことで自立に向けた支援を図
ります。同時に、障がいに対する地域住民への理解を求め、地域住民との交流や就労・生き
がい活動が行いやすい環境の形成に努めます。
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ୈ４ষ 未来につながるまちづくり

４ô１　ࢠҭͯࢧԉ

４ô̎　ಛ৭͋るڭҭ

４ô１ô１　ࢠҭͯࢧԉの充実
４ô１ô̎　ࡁܦ的ࢧԉの充実

４ô̎ô１　学शڥ؀の充実
４ô̎ô̎　։͔Εͨ学ߍづくりの推進
４ô̎ô３　৺਎の健૿߁進と
　　　　　　　　　　৺のڭҭの推進

項　目 施　策

４ô３　ੜ֔学श・ϘϥϯςΟΞの推進 ４ô３ô１　ੜ֔学शの૯߹的推進
４ô３ô̎　ܳज़จ化活ಈの推進
４ô３ô３　ಡॻの町づくりの推進

４ô４　จ化・スϙーπの充実 ４ô４ô１　ྺ࢙จ化活ಈの推進
４ô４ô̎　ੜ֔スϙーπ活ಈの推進

第
̐
章

第
Ⅲ
部

社会を明るくする運動

３-４-４　生活の安定・自立への支援
　生活保護を必要とする世帯など生活に困窮する世帯に対しては、関係機関との連携のもと、
必要とする人への的確な情報提供を行うとともに、生活の安定と自立に向けた支援に努めま
す。
　また、安全で安心な地域社会を築くため、社会を明るくする運動の啓発活動とともに、社
会復帰を図ろうとする人の支えとなる保護司等の更生保護活動を支援していきます。

３-４-５　包括的な相談支援体制の整備
　分野別では対応しきれない複雑化・適合化する困りごとや悩みごとなどにも的確に対応で
きるよう、庁内各部門の連携や関係機関・団体との連携を強化し、包括的な相談支援体制の
整備を進めます。

３-４-６　自殺対策の推進
　誰も自殺に追い込まれることがないよう、新地町いのち支える自殺対策計画に基づき、自
殺予防に関する正しい知識の普及やゲートキーパー※ 1 の養成をはじめとする自殺対策を推
進します。

３-４-７　社会保障制度の充実
　国民健康保険や介護保険、後期高齢者医療等については、制度や事業に関する広報・啓発
活動及び相談活動を充実するとともに、事業の適切な運営及び円滑な推進を図ります。

※ 1 自殺の危険を示すサイン出している人に気づき、声をかけ、話を聞き、必要な支援につなげ、見守ることができる人。
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ୈ４ষ 未来につながるまちづくり

４ô１　ࢠҭͯࢧԉ

４ô̎　ಛ৭͋るڭҭ

４ô１ô１　ࢠҭͯࢧԉの充実
４ô１ô̎　ࡁܦ的ࢧԉの充実

４ô̎ô１　学शڥ؀の充実
４ô̎ô̎　։͔Εͨ学ߍづくりの推進
４ô̎ô３　৺਎の健૿߁進と
　　　　　　　　　　৺のڭҭの推進

項　目 施　策

４ô３　ੜ֔学श・ϘϥϯςΟΞの推進 ４ô３ô１　ੜ֔学शの૯߹的推進
４ô３ô̎　ܳज़จ化活ಈの推進
４ô３ô３　ಡॻの町づくりの推進

４ô４　จ化・スϙーπの充実 ４ô４ô１　ྺ࢙จ化活ಈの推進
４ô４ô̎　ੜ֔スϙーπ活ಈの推進
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資料：新地町：人口動態統計報告書、福島県・全国：人口動態調査

資料：現住人口調査年報（福島県）
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４-１ 子育て支援

▶めざす姿

▶現況と課題

合計特殊出生率※1 の推移

　医療費や保育・幼児教育などの子育てに係る負担の軽減、児童館での親子交流活動や育
児相談事業に取り組むとともに、母子保健と児童福祉に関する一体的な支援機能であるこ
ども家庭センターを設置し、妊娠・出産・育児への不安の解消をサポートします。
　また、小学生の留守家庭児童を対象とした放課後児童クラブ、児童館の運営により、安
心して子育てができる環境づくりに取り組みます。

　全国的に少子化が進行しており、本町も同様の傾向にあります。それを踏まえて本町では、
安心して子どもを産み育てられるよう妊娠期から出産・乳幼児・児童期の各時期に応じて検
診や相談などを行っています。また、保育所における０歳児保育や延長保育など、多様化す
る保育ニーズに対応してきました。就学後の子育て支援についても留守家庭の児童のための
放課後クラブの運営、さらに学校給食費の無償化を実施し、子育て世帯の経済的負担の軽減
に努めてきました。
　今後は、母子保健や子育て支援をとおして、本町で安心して子どもを産み育てられるよう、
保育所や学校、家庭、地域、行政などの関係者が協力し、さらに子ども・子育て支援に取り
組んでいくことが求められます。

本町の出生数・死亡数の推移

※ 1 合計特殊出生率とは、15 歳から 49 歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、1 人の女性が仮にその年次の年齢別出生率で一生
の間に生むとしたときの子どもの数に相当する値。
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保育所行事（運動会）

保育所給食風景

児童館のイベント

小学校給食風景

▶施策

４-１-１　子育て支援の充実

４-１-２　経済的支援の充実

　子育て世帯の状況やニーズに応じた保育サービスの充実に努めます。また、一時保育事業
や延長保育事業、こども誰でも通園制度などのサービスや保育士の充実に取り組みます。さ
らに、子育てに不安や負担を感じる保護者を増やさないよう、親子が交流し、仲間づくりと
情報交換ができる場所として利用されている児童館を、子育て支援の拠点として充実してい
きます。また、保育所での育児相談や児童館の世代間交流事業などにより、これからも気軽
に集まれる場を提供していきます。
　就学後においては、留守家庭児童を対象とした放課後児童クラブの放課後児童支援員を確
保し、保護者の子育てを支援します。

　子育てに伴う経済的負担を減らすため、現在、ひとり親世帯等（母子・父子・在宅障がい
児（者）のいる世帯）の保育料の軽減、同時入所第 2 子以降保育料無償化事業、0 ～ 2 歳
児の保護者には保育料軽減助成金の支給、3 ～ 5 歳児の保護者には副食費無償化事業、幼稚
園利用者の一部負担、学校給食費の無償化、奨学金返還支援事業助成を行っています。今後
も引き続き、保育料の軽減に努めるとともに、児童手当の支給、出生児祝金や 18 歳までの
子ども医療費の助成などの継続に努めます。
　その他、町民が子どもを産み、育てることに負担を感じることのないよう、子育ての経済
的補助について検討します。特に、ひとり親家庭及び父母のいない児童に対しては、生活の
安定と自立の促進に向けたきめ細かな相談・支援に努めます。また、国の制度改正も踏まえ
ながら、不妊治療への助成などの経済的支援を検討します。
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４-２ 特色ある教育

▶めざす姿

▶現況と課題

小学校児童数・中学校生徒数及び教員数の推移

　自立・協働・創造に向けた主体的な学びを実現するため、ICT を活用した教育に取り組み、
コミュニケーション能力の育成と社会を生き抜く力を養います。
　小学生は、家庭学習用問題集「ち・か・ら」「鹿狼山」の配付による学習習慣の確立、中
学生では、進路実現や弱点克服に向けた「新地町トライ塾」の開催など、家庭との連携に
よる教育力の向上を図ります。
　食育をとおして地域人材の協力の下で、安全・安心に基づいた地場産品を活用した食育
講座や、健康課題の解決を図るための各校の特色に応じた取り組みなど、学校と家庭、地域、
行政が連携し、子どもの心身の健全な発達を支えます。

　本町には小学校が３校、中学校が１校あります。第５次総合計画では ICT を活用した教
育活動を各学校において推進してきました。その本町特有の実績を基盤として、GIGA スクー
ル構想の政策動向を踏まえた取り組みを充実させ、確かな基礎学力の定着や、子育てへの不
安を解消するに足る学校教育を実現することが重要です。さらに、地域内外での体験的な学
習を通じ、福祉教育や環境エネルギー教育、英語教育、防災教育、食育、ふるさと教育など、
豊かな人づくりにつながる教育の展開も必要となっています。
　共働き世帯の増加や地域コミュニティの弱体化による家庭・地域の教育力の低下が課題と
なるなか、その改善を図るとともに、学校教育の充実が求められています。
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▶施策

４-２-１　学習環境の充実
　学校教育においては、第一に基礎学力を高め、生き抜く力を育んでいきます。児童生徒一
人ひとりの習熟度に応じた支援をめざし、教員・スクールソーシャルワーカー・スクールカ
ウンセラーなどが連携した「チーム学校」により基礎学力の底上げ及び生きる力の醸成を図
ります。
　また、Society5.0 ※ 1 に求められる情報活用能力の育成に向けて、本町における教育の特
徴ともなっている ICT 教育をさらに充実させるため ICT 支援員やグローバルな社会で活躍
できる人材の育成のために ALT（外国語指導助手）の配置など、学習環境のより一層の充
実に努めます。加えて、環境エネルギー教育や防災にかかる教育、英語教育など、多様な学
びを提供していきます。
　さらに、特別の支援が必要な児童生徒等に対する教育の充実を図るため、地域の人材を活
用して学習支援員や介助員を引き続き配置します。家庭の経済状況による教育格差を解消す
るために奨学資金貸付けを継続します。

４-２-２　開かれた学校づくりの推進
　現在、小中学校では、学校・家庭・地域との連携強化を図り、地域ぐるみで学校を支援し、
子どもたちを育む活動を推進しています。また、本町の企業による学外教育の機会や学校教
育への協力を支援し、地域との連携を深めるとともに、大学や企業等と連携して教育活動の
活性化を図っています。子どもたちの健やかな成長と、地域の未来を共に築き、地域に開か
れた学校教育の実現に向けて、学校・家庭・地域が連携し保護者や地域住民と情報や課題を
共有する、コミュニティスクール※ 2 の設置について検討します。

４-２-３　心身の健康増進と心の教育の推進
　学校・家庭、地域が連携し、地場産品の活用を図りながら、健康ならびに食文化の両面に
おいて食の大切さを認識するための食育を推進するとともに、地域でのスポーツや交流を通
じた心身の健康を増進する教育活動を推進していきます。あわせて、学校給食費を無償化し、
子育て世帯の経済的支援に引き続き取り組みます。
　また、不登校・いじめについては、各校における取り組みに加えて、不登校や教室にいら
れない児童生徒の居場所づくりを行い、特に中学校にはスペシャルサポートルーム（SSR）
を県と連携して開設し、不登校の児童生徒の学習機会の確保と将来の社会的自立をめざしま
す。

※ 1 国が提唱する未来社会の姿であり、狩猟社会（Society1.0）、農耕社会（Society2.0）、工業社会（Society3.0）、情報社会（Society4.0）
に続く新しい社会（Society5.0）として、情報や人工知能、ロボット等の先端技術を産業や社会生活に取り入れた変革によって、経済
成長と社会課題の解決が期待されている。

※ 2 コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）は、学校と地域住民等が力を合わせて学校の運営に取り組むことが可能となる「地域
とともにある学校」への転換を図るための仕組み。
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４-３ 生涯学習・ボランティアの推進

▶めざす姿

▶現況と課題

図書館の貸出者数及び貸出点数の推移

　町民一人ひとりが主体的に学習する生涯学習の意識向上を促進するため、各種公民館教
室の充実や文化協会加盟団体等の活動支援を行うとともに、図書館などで多様化・高度化す
る学習要求に対応し、その成果を適切に活かすことができる地域社会づくりを推進します。
　また、町民が自らの手によって社会的な問題を解決し、可能性を伸ばし、生活の質を高
めることでより良い生き方を実現できるよう、各種団体と連携・協力しながらボランティ
ア活動を推進・支援します。

　東日本大震災によって地域コミュニティやボランティア活動が改めて評価されるなか、町
民の生涯学習・文化活動に対する意識の高まりにより、これまで多くの町民や各種団体など
が自発的で活発な活動を行ってきました。また、震災復興の支援のために本町で活動をして
きた大学や団体との交流も活性化し、現在もそれらの交流は継続されています。
　そのような現状を活かし、町民個々が学び、交流するなかで、よりよい地域をつくろうと
する活動にかかわり、主体的なまちづくりが展開される地域社会を形成することが期待され
ます。
　また、図書館については、資料面では本町や町民にまつわる郷土資料の収集・保管や図書
館所蔵資料の電子化、電子書籍の提供が課題となっています。事業・サービス面では、子ど
もの読書活動のより一層の活性化に加えて、居場所としての利用についても検討し、生涯学
習・社会教育に対する取り組みの充実を図ることが求められています。
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生涯学習フェスティバルの発表会 図書館内の様子

▶施策

４-３-１　生涯学習の総合的推進

４-３-２　芸術文化活動の推進

４-３-３　読書の町づくりの推進

　生涯の各期にわたって学習機会を提供することができるよう各種教室や講座の充実、団体・
グループ活動の支援などに努めます。また震災後も継続して交流してきた企業や大学、各種
団体の協力も得ながら、事業のさらなる充実を図ります。
　事業等で学んだことを活かした社会参画が促進されるよう、ボランティア団体及び個人ボ
ランティアの相互連携を図ります。また、学校教育におけるボランティア体験の機会の拡充
や、町社会福祉協議会と連携したボランティア学習や体験の場づくりなどをとおし、ボラン
ティアの育成・支援に努めます。

　本町の芸術文化の保護・育成を図るため、町民の芸術文化活動を支援するとともに、新設
された新地町文化交流センター等を活用して芸術文化をとおした交流の場の提供や小中学校
との交流、情報の発信を行います。また、芸術文化団体の自主的な運営による活性化を支援
します。

　大人から子どもまで幅広い年代が身近に感じられる図書館づくりを推進するとともに、資
料や事業の充実を図ることで日常の生活に役立ち、自らの学びや郷土愛を育む力を育てる本
や、映像・音楽・電子資料などに触れる機会を提供していきます。そのほか、町民の多様な
ニーズに応える施設づくりにも取り組みます。
　特に子どもに対しては、生涯にわたる豊かな読書経験の基礎を形成するため、0 歳児から
絵本に触れる機会となる事業や、学校や地域住民と連携した事業を行うなど、「子ども読書
活動推進計画」の改定を行い、子どもの読書活動を推進します。
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くるめがすりの家 新地町親善卓球大会

４-４ 文化・スポーツの充実

▶めざす姿

▶現況と課題

　観海堂跡、城跡、製鉄跡、貝塚、人物などの歴史文化資源を総合的に把握し、町民に周
知することで、その価値の共有や郷土への誇りと愛着を育みます。
　町民が生涯にわたり、気軽にスポーツに親しむことができる環境づくりを行い、スポー
ツ推進員と連携して心身の健康と交流を図る生涯スポーツの普及啓発に努めます。また、
スポーツ協会加盟団体等の活動支援や競技スポーツへの支援を継続して行います。
　さらに、各種大会の開催などを、関係者及び各種団体と連携して行います。

　歴史や文化に関しては、国史跡指定の新地貝塚附手長明神社跡、福島県史跡指定の三貫地
貝塚や観海堂跡、福島県重要無形民俗文化財指定の福田十二神楽を始め、町内には原始時代
から近代に至るまで 150 以上の文化財があります。文化財は祖先が新地町に残した足跡で
あり、文化財から故郷を学び未来へとつなげていく文化継承を行うだけでなく、私たちを育
んできた郷土に対する愛着を深めることもできます。出土した縄文土器や歴史関連の書物の
整理や保全も大切です。また、文化財を広報して周知することで観光資源としての役割を果
たすことができます。
　スポーツ活動に関しては、町民一人ひとりの健康保持・増進や体力づくりに寄与するとと
もに、スポーツをとおした交流がコミュニケーション能力や思いやりの心、多様な価値観を
認め合う気持ちなどを育み、地域社会のコミュニティ形成にも大きな役割を担っています。
　東日本大震災後に整備された新地駅前フットサル場やパンプトラックなども活用しなが
ら、年齢にかかわらず、また障がいがあってもスポーツを楽しむことのできる機会や、動機
づけとなる情報発信に取り組んでいくことが必要です。
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▶施策

４-４-１　歴史文化活動の推進

４-４-２　生涯スポーツ活動の推進

　歴史文化に関連した文化財や歴史書などを文化資産として、保存や活用の方法はどうある
べきかなど幅広い視点からの調査研究を推進します。学校教育においては、小冊子「新地町
の文化財」やデジタルデータ化した冊子「わたしたちのまち新地」を副読本として社会科や
総合的な学習の時間に活用を図り、郷土の歴史文化の学習から郷土愛を育んでいきます。

　スポーツを誰もが生涯にわたる身体的な楽しみとする趣旨を活かし、多くの町民が参加で
きるスポーツをとおして楽しみながらの健康づくりを推進するため、町民のニーズを取り入
れながら生涯スポーツ活動事業の充実を図ります。さらに、東日本大震災後に顕著になった
子どもの肥満防止、超高齢化社会における介護予防、若者の出会いの場の創出などを踏まえ
たメニューも企画します。
　競技スポーツは、市町村対抗駅伝・軟式野球・ソフトボール大会などの支援を継続します。
また、スポーツ指導者登録を行い、スポーツに関連する事業の支援として各種教室や講座の
充実、スポーツ団体・グループ活動の活性化を図ります。その他、ボランティア活動等に携
わった人々の中からスポーツ活動支援に適した人材を発掘し、生涯スポーツ活動事業に活用
します。
　さらに、スポーツ推進員による生涯スポーツ（ニュースポーツなど）の普及・啓発活動を
行います。その他、総合公園や防災緑地公園を活用したウォーキングやジョギングなどの軽
運動の推進、既存施設や新地駅東側のフットサル場、パンプトラックの利用促進を図ります。

指定文化財の分布

資料：福島県都市計画基礎調査
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地区の祭り 防災訓練への参加

５-１ 協働によるまちづくりの推進

▶めざす姿

▶現況と課題

　まちづくりには、町民や行政などが協力して取り組む「協働」が欠かせません。そのため、
行政区や地域づくり団体など、自主的な活動を支援するほか、町民や関係団体などとの協
働の取り組みを推進します。
　また、町の広報紙やホームページなどにより必要な情報を積極的に発信するとともに、
子どもからお年寄りまで幅広い世代の町民が参加しやすい協働の体制づくりを推進します。

　本町には、昔ながらの地域コミュニティが根ざしており、町民の福祉や地域の文化を支え、
行政区が行政と町民のパイプ役を担っています。
　時代や社会状況の変化とともに行政に対するニーズが多様化・高度化し、行政だけで運営
できるような時代ではなくなってきているなかで、住みやすく魅力あるまちにしていくため
には、教育や子育て、医療や福祉、防災など、地域住民と行政区、町、関係機関・団体等が、
それぞれの役割を担いながら、協働の体制づくりを進めていくことがますます重要となって
います。
　さらに、協働の取り組みに当たっては若い世代や女性など多様な参画を得るため、町政や
各種活動に関する情報を様々な手法で発信し、情報をみんなで共有することが求められます。
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まちづくり懇談会の様子 男の料理教室（男女共同参画推進事業）

▶施策

５-１-１　町民参画の推進

５-１-２　まちづくり情報の共有化

　町民からなる団体による自主的な活動、さらにはボランティアや NPO 法人等の地域づく
り活動を支援するため、活動にかかる助成や活動場所の提供などを行います。また、地域お
こし協力隊や復興支援員等による地域おこし活動を支援し、コミュニティの充実を図ってい
きます。
　町政の推進においては、町民の意見を町政に反映させるために、まちづくり懇談会を開催
するとともに、多様な意見を取り入れるため、各種計画や事業の進捗に応じた委員会や審議
会等では、年齢や性別、障がいの有無にかかわらない参画を促進します。若者世代の参画機
会としては、青少年の健全育成と非行防止対策のため地域や各関係機関で構成された「青少
年健全育成町民会議」の各種事業（少年の主張大会、各行政区・地区・各学校の活動支援）
を実施します。
　さらに、男女が互いに人権を尊重し、性別にかかわりなくその個性と能力を十分に発揮す
ることができるよう、「新地町男女共同参画プラン」に基づき、男女平等意識の啓発や学習
機会の充実やワークライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進により男女共同参画社会
の実現をめざします。

　行政情報のみならず、様々なまちづくり活動の情報を「広報しんち」や町ホームページ
に掲載するなど、広く情報を発信します。また、新たな情報発信として公式 SNS を立上げ
即時性を活かし、町民の関心を惹くよう工夫し、町民一人ひとりに必要な情報が行き届き、
多くの町民との情報共有化が図られるよう情報提供の充実に努めます。
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メディアコントロール授業風景 役場防災行政無線室

５-２ デジタル化の推進

▶めざす姿

▶現況と課題

　国の自治体デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）推進計画や県のデジタル実装の
取り組みを踏まえ、「新地町ＤＸ推進ビジョン」に基づきＤＸを推進します。
　また、各種申請や本人確認のオンライン化を進め、行政サービスの効率化と利便性の向
上を図るとともに、町ホームページや SNSなどを活用し、迅速に発信するよう取り組みます。
　さらに、児童生徒が情報に対する個人の責任を理解できるよう、情報モラルの教育の充
実を図ります。

　町政や暮らしにかかわる情報を広く町民に提供していくためには、町内に整備した光ファ
イバー網や通信事業者が整備する 5G 通信※ 1 などの基盤を活かしつつ、IoT ※ 2 やビッグデー
タ※ 3、AI ※ 4 などの進展するデジタル技術を導入し、行政サービスの高度化や効率化等を図
る必要があります。また、国が推進するマイナンバー制度やマイナポータルの利活用では、
自治体に幅広い展開が期待されており、マイナンバーカードの普及促進や関連システムの整
備を通じ、町民の生活利便性を向上することが求められます。さらに、情報社会においては、
責任ある行動やリスク回避のための情報モラル教育を推進するとともに、住民参加や共助の
視点を踏まえた活用が重要です。行政情報の発信については町ホームページ及び防災無線に
加え、SNS など多様な媒体を活用し即時性を備えた情報の共有化を推進することが求めら
れます。
　特に防災に関する情報については、迅速かつ正確に伝える必要があることから、従来の方
法の充実に加え、デジタル技術を活かした新たな方法の検討を進め、住民と行政が協働し適
切な情報提供体制を確立していくことが重要です。

※ 1 高速大容量・低遅延・多数同時接続という 3 つの特徴を持つ第 5 世代移動通信システム。
※ 2 あらゆるモノがインターネットを通じてつながることによって実現する新たなサービス又はそれを可能とする技術の総称。
※ 3 膨大かつ多様で複雑なデータのことであり、日々生成されるデータの集合を指し、単に膨大なだけではなく、非定形でリアルタイムに

増加・変化するという特徴がある。
※ 4 人工知能。コンピューターで、記憶・推論・判断・学習など、人間の知的機能を代行できるようにモデル化されたソフトウェア・システム。
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▶施策

５-２-１　情報通信基盤の整備・活用

５-２-２　行政情報の発信充実

　町が整備した情報通信基盤を積極的に活用して情報発信を行うとともに、マイナンバー
カードを活用した行政サービスの提供等、行政運営及び行政サービスの質的向上を進めると
ともに町民の生活や企業の利便性、快適性の向上を図ります。
　また、インターネット上での犯罪や消費者問題が懸念されることから、情報化社会におい
て生きていくために必要な情報モラルを高めるため、学校を中心に情報モラル教育を実施し
ていくとともに、誰もが安心して情報化社会に対応できるようＳＮＳ講習会等を開催します。

　情報伝達環境の整備に伴い、町ホームページの内容の充実や更新頻度を高めるなど、積極
的な行政情報の発信の充実に努めます。
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資料：地方財政状況調査（総務省）

資料：新地町総務課
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５-３ 持続可能な行財政運営

▶めざす姿

▶現況と課題

　少子高齢社会の進行や施設の老朽化など社会の状況が変化していく中で、時代に即した
行政サービスを提供できるよう、効率的・効果的な事業執行や施設再編などにより財政健
全化を図り、持続可能な行財政運営を行います。

　これまで本町は、電源地域の一つとして安定した財政状況を維持し、役場庁舎を含む公共
施設の整備など社会資本及び行政サービスの充実に取り組んできましたが、少子高齢化・人
口減少社会の進行、施設の老朽化、物価上昇など、全国的に自治体の行財政運営は、今後、
より厳しい環境に置かれるものと想定されます。
　定住・交流・関係人口の拡大により町の活性化を図る一方で、行財政の運営にあたっては
町民ニーズを踏まえ、選択と集中の考え方に基づき、効率的・効果的に施策・事業を展開し
ていくことが求められます。行政評価を通じた計画、実施、評価、改善の評価システムを構
築していく必要があります。
　また、少子化や環境問題、男女共同参画など分野を横断する行政課題や広域的なまちづく
りの取り組みも求められています。

本町の歳出・歳入

本町の基金及び債務の推移
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▶施策

５-３-１　効率的、効果的な行政サービスの推進

５-３-２　財政健全化への取り組み

　行政サービスを効率的・効果的に実施できるよう、行政内システムや手続き等の見直しを
行うとともに、マイナンバーを活用したオンラインでの行政手続きなど、様々な場面での利
用を促進します。また、窓口サービスの向上を図るとともに、弾力的な組織運営を推進し職
員の能力開発に努めます。
　横断的な行政課題に対しては政策調整会議などにより、各部門間の連携を密にした総合的
な行政運営を図ります。
　地域活性化起業人※ 1 など国等の制度を活用し地域課題に対し、企業と連携した取り組み
を図ります。

　財政の健全化を図るため、将来的な歳入を予想しながら、持続可能な行政運営に努めます。
　多様な行政需要に対して施策・事業の評価を行うなど優先度の高い事業への財源の重点的
な配分を図り、計画的・効率的な事業執行に努めます。そして、本町における資産や債務、
財務状況などを、地方公会計を導入することでわかりやすく公表します。
　また、これまで整備されてきた道路・橋梁、下水道施設等の公共施設は、経年劣化が進行
し、安全性や快適性が低下するといった問題が生じます。安全性の確保とともにライフサイ
クルコスト※ 2 を抑制するため、予防保全的管理を行い、社会資本の長寿命化に取り組むと
ともに公共施設のあり方について検討していきます。
　活力あるまちづくりや産業の誘致・振興、課税客体※ 3 の把握などにより、安定した税収
の確保に努めます。また、受益者負担の原則に基づき、使用料・手数料の適正化に努めます。

※ 1 三大都市圏に所在する企業と地方圏の地方自治体が、協定書に基づき、社員を地方自治体に一定期間（6 か月から 3 年）派遣し、地方
自治体が取組む地域課題に対し、社員の専門的なノウハウや知見を活かしながら即戦力人材として業務に従事することで、地域活性化
を図る取組。

※ 2 製品や構造物などにかかる生涯費用のこと。企画から製造、運用、廃棄までをトータルに考えるもの。
※ 3 課税の対象となる物件・行為・事業等をいう。例えば、固定資産税の課税客体は、土地、家屋、償却資産。
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「ふるさと従兄弟」まちづくりサミット

シニアリーダー研修・交流会

明治大学しんちーむ（特別授業）

UDC しんち（地域活動）

５-４ 多様な主体との連携

▶めざす姿

▶現況と課題

　安全・安心で快適に暮らすことができる地域社会を形成するため、東日本大震災からの
復旧・復興の取り組みをとおしたつながりなどを活用しながら、関係自治体、企業、大学
などとの連携を図ります。
　また、広域連携や姉妹都市との連携を進めます。

　地域コミュニティや商工会、農協、漁協などの従来からの連携を深めながら、東日本大震
災の復興の過程で形成された町内外のつながりを今後も引き継ぎ、活かしながら、産学官と
の連携や広域での連携を図ることで、町政を推進するとともに、交流人口・関係人口の獲得
を図る必要があります。
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▶施策

５-４-１　産学官の連携

５-４-２　交流の推進

　本町では、明治大学と連携協力に関する協定を締結しており、地域の活性化や教育などの
分野で連携を図っているほか、東京大学大学院、国立環境研究所とも三者協定を締結し連携
した取り組みを進め、新地アーバンデザインセンター（UDC しんち）の運営に協力してい
ます。また、民間企業と災害等包括連携・協力に関する協定を締結し取り組みを進めています。
　学校教育では、町内に進出している企業や大学と連携してエネルギー学習及び講義等を実
践しています。
　大学や企業、関係機関・団体等の協力・連携を充実し、教育・文化・スポーツ・学術等活
動支援や、まちづくり・地域振興に際して必要となる調査、研究開発、広報広聴、人材育成
などに取り組みます。

　相馬地方広域市町村圏組合の積極的な活用を図るとともに、関連市町村や県、姉妹都市な
どとの連携により交流の推進を図ります。
　伊達藩「ふるさと姉妹都市・歴史友好都市」関係５市町による、まちづくりサミットによ
り歴史的絆を確認し相互交流を進めます。また、各市町の少年団体（シニアリーダー）の研
修交流会を実施し、次代を担う青少年の資質向上・育成に努めます。
　学校教育では、ウェブ会議システムを活用して現在交流のある東京都のフランス学園、北
区立飛鳥中学校をはじめ全国の小中学校との交流を充実させていきます。また、他地域の自
然・文化・言語などの理解学習を推進していきます。
　災害時の相互応援協定を締結している、和歌山県みなべ町、滋賀県竜王町、三重県四日市
市とは、本町の持つ震災からの復旧・復興への経験、取り組みを共有しながら交流を深めて
いきます。
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